
【令和８年４月１日現在】

公立 ２７，０００円 ３４，５００円

私立 ４５，０００円 ５２，５００円

公立 ６７，５００円 ７６，５００円

私立 ９８，５００円 １１５，０００円

公立 ６７，５００円 ７８，０００円

私立 ８９，０００円 １２６，５００円

公立 ６７，５００円 ９６，５００円

私立 ９３，５００円 １３１，０００円

公立 ７１，０００円 １０８，５００円

私立 １０８，５００円 １４６，０００円

修士 １３２，０００円

博士 １８３，０００円

専修学校（一般課程） ５５，０００円

母  子  父  子  寡  婦  福  祉  資  金  貸  付  金  一  覧
※1　：　貸付終了後から償還（返済）が始まるまでの期間
※2　：　返済する期間

資金種類 貸　付　対　象 内　　　　　　　　容 貸　　付　　限　　度　　額 貸　付　期　間 据置期間（※１） 償還期間（※2） 利　子

（月額）

修学課程 自宅から通学 自宅外から通学

高等学校
専修学校（高等課程）

高等専門学校

専修学校
（専門課程又は専攻科）

短期大学

大学

大学院

就職支度

① 母子家庭の母又は児童
② 父子家庭の父又は児童　　　　　　　　　　　　
③ 父母のない児童
④ 寡婦

一般貸付：就職するのに必要な経費【例：被服、履物等の購入費】

特別貸付：自動車の購入に必要な資金

① 一般貸付　：　１１０，０００ 円　

② 特別貸付　：　３４０，０００ 円
（通勤のために車を購入する必要がある場合）

１年 ６年以内
年1％
又は
無利子

裏面に続く

事業開始

① 母子家庭の母　　　　　　　　　　　　　　　　
② 父子家庭の父　　　　　　　
③ 母子・父子福祉団体　　　　　　
④ 寡婦

事業を開始するのに必要な設備費、機械材料等の購入費

※　母子・父子福祉団体が貸付対象となるときは、政令で定める事業
であることが必要

① 母子家庭の母　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
② 父子家庭の父　　　　   　　
③ 母子・父子福祉団体   　　
④ 寡婦　　　　　　　　　　　 

：   ３，７２０，０００円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
：　 ３，７２０，０００円　　　　　　　
：   ５，５８０，０００円　　　　　　
：　 ３，７２０，０００円

１年 ７年以内
年1％
又は
無利子

事業継続

① 母子家庭の母　　　　　　　　　　　　　　　　
② 父子家庭の父　　　　　　　
③ 母子・父子福祉団体　　　　　　
④ 寡婦

現在営んでいる事業を継続するために必要な商品材料の購入費等運
転資金

※　母子・父子福祉団体が貸付対象となるときは、政令で定める事業
であることが必要

① 母子家庭の母　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
② 父子家庭の父　
③ 母子・父子福祉団体
④ 寡婦

：　１，８６０，０００円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
：　１，８６０，０００円　　　　　　　
：　１，８６０，０００円　　　　　　
：　１，８６０，０００円

６か月 ７年以内
年1％
又は
無利子

修　　学

① 母子家庭の母が
　　扶養する児童

② 父子家庭の父が
　　扶養する児童

③ 父母のない児童

④ 寡婦が扶養する子

高等学校、短大、高等専門学校又は専修学校、大学で修学するため
に必要な経費【例：授業料、書籍代、交通費等】
※ 大学、短大、専修学校（専門課程）又は高等専門学校（４年次、５年
次）の場合、生活費も含む。

就学期間中
当該学校
卒業後
６か月

１０年以内

※ 専修学校 　
（一般課程） 
については
５年以内

無利子

技能習得

① 母子家庭の母

② 父子家庭の父

③ 寡婦

自ら事業を開始し、又は就職するために必要な授業料・材料費等
(母子家庭の母、父子家庭の父及び寡婦が高等学校に修学する場合
を含む)

特別貸付：自動車免許の取得に必要な資金

一括貸付：知識技能の習得等のため各種学校や養成施設等に入学
               する場合の入学金等、入学に要する費用に必要な資金

① 一般貸付　　 　　：　　６８，０００ 円　（月額）

② 特別貸付　 　　　：　４６０，０００ 円

③ 一括貸付 （※）　：　８１６，０００ 円

※ 最大１２か月相当額を初年度に貸付けるものです。

知識技能を
習得する
期間中
５年を超えない
範囲

知識技能
習得後
１年

１０年以内
年1％
又は
無利子

修　　業

① 母子家庭の母が
　　扶養する児童
② 父子家庭の父が
　　扶養する児童
③ 父母のない児童
④ 寡婦が扶養する子

事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得するため
の経費

特別貸付：自動車免許の取得に必要な資金
　　　　　　 ただし、就職を希望する児童に限る。

① 一般貸付　：　　６８，０００ 円　（月額）

② 特別貸付　：　４６０，０００ 円

知識技能を
習得する
期間中
５年を超えない
範囲

知識技能
習得後
１年

６年以内 無利子

医療介護

① 母子家庭の母又は児童

② 父子家庭の父又は児童

③ 寡婦

医療、介護を受けるために必要となる経費
【例：医療保険の自己負担分、通院に要する交通費、医師が必要と認
めた按摩、マッサージ等に係る費用等】

※ 当該医療、介護を受ける期間が概ね１年以内の場合に限る。

① 医　　　療　：　３４０，０００円

② 介　　　護　：　５００，０００円

③ 特別貸付　：　５１０，０００円

※　特別貸付は、貸付申請者に所得税が課税されていない又は所得税が課税されて
いても申請時における経済的な事情が所得税非課税の者と同程度と認められる場合
に行うものです。

６か月 ５年以内
年1％
又は
無利子



公立 私立

４３０，０００円 ５９０，０００円

中学校卒業者 １５０，０００円 １６０，０００円

高等学校卒業者 ２７２，０００円 ２８２，０００円

資金種類 貸　付　対　象 内　　　　　　　　容 貸　　付　　限　　度　　額 貸付期間 据置期間（※１） 償還期間（※２） 利　子

医療介護を受け
ている期間中で
１年以内

医療介護を受
ける期間が満
了して６か月

５年以内

知識技能を習得
する期間中
で５年以内

知識技能
習得後６か月

１０年以内

生活安定貸付

配偶者のいない女子となって７年未満の母、又は配偶者のいない男子
となって７年未満の父の生活を安定、維持するのに必要な資金

月額：１１８，０００円（合計２，８３２，０００円、２年間を限度）

※ 養育費貸付
生活安定期間中、養育費取得に係る裁判等に要する費用を、生活安定貸付一般分の
１２月相当額を限度に、貸し付けることができる。

母子家庭又は　　　　　
父子家庭となっ
て７年以内で総
額限度額内の
期間

貸付期間
満了後６か月

８年以内

住　　宅
① 母子家庭の母
② 父子家庭の父
③ 寡婦

住宅を建設、購入、補修、保全、改築、又は増築するのに必要な資金
１，５００，０００円

※ 災害により特に必要と認められる場合は２，０００，０００円
６か月

６年以内
※ 特別貸付
については７
年以内

年1％
又は
無利子

転　　宅
① 母子家庭の母
② 父子家庭の父
③ 寡婦

住宅を移転するために必要な経費 ２６０，０００円 ６か月 ３年以内
年1％
又は
無利子

（一時金）

修学課程 自宅から通学 自宅外から通学

小学校 ９１，６００円 ９１，６００円

中学校 １０１，０００円 １０１，０００円

公立高校
専修学校（一般課程）
国公立専修学校（高等課程）

１５０，０００円 １６０，０００円

私立高校
私立専修学校（高等課程） ４１０，０００円 ４２０，０００円

公立短大
国公立専修学校（専門・専攻）

国公立大学
国公立高等専門学校

４２０，０００円 ４３０，０００円

私立短大
私立専修学校（専門・専攻）

私立大学
私立高等専門学校

５８０，０００円 ５９０，０００円

大学院

修業施設

結　　婚
① 母子家庭の母が扶養する児童
② 父子家庭の父が扶養する児童
③ 寡婦が扶養する子

母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養する児童・寡婦が扶養する子
が婚姻するために必要な経費

３４０，０００円 ６か月 ５年以内
年1％
又は
無利子

生　　活

① 母子家庭の母

② 父子家庭の父

③ 寡婦

知識技能を習得している間、医療、介護を受けている間の生活を安
定、維持するのに必要な経費

月額：１１８，０００円
※ 技能習得期間中のみ　月額１４１，０００円
※ 母、父又は寡婦が生計の中心でない場合は月額７９，０００円

年1％
又は

無利子

失業期間中の貸付

離職し、就労の意志及び能力を有するにも関わらず、職に就くことがで
きない状態（失業）にある方の生活を維持するのに必要な経費

月額：１１８，０００円
※ ただし以下の場合は月額７９，０００円
① 母又は父が生計の中心でない場合
② 現に扶養する子のいない寡婦の場合
③ 現に扶養する子の生計を維持していない寡婦の場合

離職に係る日の
翌日から１年を
超えない期間

貸付期間終了
後（貸付期間中
に失業者でなく
なった場合、そ
の翌日から）６
か月

５年以内

① 母子家庭の母

② 父子家庭の父

家計急変に対する貸付

失業はしていないものの所得が激減した場合に、その間の生活を安定
させ、自立を図るために必要な経費

児童扶養手当に準拠した額（全部支給）の範囲内
原則３か月以内
（最長１年）

貸付期間
満了後６か月

１０年以内

就学支度

① 母子家庭の母が
　　扶養する児童

② 父子家庭の父が
　　扶養する児童

③ 父母のない児童

④ 寡婦が扶養する子

入学又は修業施設へ入所するために必要な経費
【例：被服、履物等の購入費、入学金等】

当該学校
卒業後
６か月
※入学した者が
死亡、又は修学
（知識技能の習
得）をやめたと
きは、その死
亡、又はやめた
後６か月

就学
　　１０年以内

修業
　　　５年以内

無利子


